
札幌市建設機械運転免許取得助成金交付要綱

平成27年 3月 31日 建設局長決裁

平成28年 3月 31日 一部改定

平成29年 3月 31日 一部改定

平成30年 3月 31日 一部改定

令和元年7月23日 一部改定

令和02年 4月 1日 一部改定

令和04年 9月 22日 一部改定

令和 6年 3月 13日 一部改定

令和 6年 12月 11日 一部改定

令和 8年 3月 31日　 一部改訂

（目的）

第１条　この要綱は、建設業界において現下の厳しい人手不足に鑑み、本市の道路維持

除雪業務に携わる人材の育成を図るため、札幌市建設機械運転免許取得助成金（以下

「助成金」という。）の交付に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

（助成金の交付）

第２条　市長は、次条に規定する運転免許取得者が第５条に規定する免許を取得する際

に、当該運転免許取得者を雇用している事業主に対し、免許取得に要した費用の一部

として、予算の範囲内で、この要綱に定めるところにより助成金を支給する。

（運転免許取得者）

第３条　運転免許取得者は、次条に規定する対象事業主と締結した雇用契約書に、雇用

期間の定めのない者とする。

（対象事業主）

第４条　助成金の交付対象となる事業主は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1)　次のア又はイのいずれかに該当する事業主

ア　申請年度前３年で、特定共同企業体の代表者若しくは構成員として本市発注の

道路維持除雪業務を受注した事業所若しくは民活型雪堆積場管理業務を受注した



事業所（特定共同企業体として受注した場合は、その代表者又は構成員）の事業

主又は当該事業所と統廃合のあった事業所の事業主

イ　申請年度前３年で、上記事業者と下請負人として直接契約を締結（一次下請）

し、本市発注の道路維持除雪業務の一部を請負った事業所若しくは民活型雪堆積

場管理業務の一部を請負った事業所（特定共同企業体として受注した場合は、そ

の代表者又は構成員）の事業主又は当該事業所と統廃合のあった事業所の事業主

(2)　札幌市税に滞納がない事業主

２　前項の各号のいずれにも該当するものであっても、次の各号のいずれかに該当す

るものは対象事業主にはならない。

(1)　札幌市暴力団の排除の推進に関する条例（平成25年条例第６号。以下「暴排条

例」という。）第２条第１号に規定する暴力団

(2)　暴排条例第２条第２号に規定する暴力団

(3)　暴排条例第７条第１項に規定する暴力団関係事業者

(4)　その他交付目的に照らして助成金の交付を受けることが不適当であると市長が

認めるもの

（助成対象免許）

第５条　助成対象となる免許は、道路交通法（昭和 35年６月25日法律第105号。以下

「道交法」という。）第84条第３項に規定する大型特殊自動車免許（以下「大型特

殊免許」という。）とする。

（助成対象経費）

第６条　対象事業主に対する助成対象経費は、道交法第 98条第２項の規定による届出

をした自動車教習所（以下「教習所」という。）が行う免許を取得するための教習に

要する費用とする。なお、助成対象経費には消費税等相当額を含まないものとする。

（助成金の額）

第７条　助成金の額は、教習に要する費用の２分の１に相当する額とする。ただし、当

該金額が４万円を超える場合は、４万円を限度とする。

２　前項で算定した助成金の額に千円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとす

る。



（併給調整）

第８条　国が実施する第５条に規定する免許取得を支給要件とする助成金については、

第６条に規定する教習に要する費用から控除し、前条第１項に規定する助成金の額を

算定するものとする。

（助成金の交付申請)

第９条　助成金の交付を申請しようとする対象事業主は、教習所への入所を申し込む前

に、札幌市建設機械運転免許取得助成金交付申請書(様式１)に対象事業主に該当しな

いものではない旨を誓約し、次に掲げる書類を添付して提出しなければならない。

(1)　運転免許取得者の雇用契約書(写し)

(2)　運転免許取得者の在職証明書（様式２）

(3)　事業所の統廃合があった場合は、統廃合の関係性がわかる書類

(4)　施工体系図等、第4条第1項第1号に規定する助成金の交付対象事業主であるこ

とがわかる書類

（助成金交付の決定等）

第10条　市長は、申請を受理したときは、その内容を審査し適当と認められる場合、

助成金の交付を決定する。

２　前項の決定をしたときは、札幌市建設機械運転免許取得助成金交付決定通知書(様

式３)により、助成金の交付申請をした対象事業主に通知する。

３　助成金の交付条件に適合しないと認められる場合においては、札幌市建設機械運転

免許取得助成金不交付決定通知書(様式４)により、助成金の交付申請をした対象事業

主に通知する。

（助成金の報告）

第11条　前条第２項の通知を受けた対象事業主は、運転免許取得結果報告書(様式５)

に、次に掲げる書類を添付のうえ、市長に対し報告する。

(1)　運転免許取得者が取得した大型特殊免許証の写し（免許取得年月日及び氏名が

　 わかる部分）

　(2)　教習所への支払金額の内訳がわかる書類及び領収書（原本）



(3)　第８条に該当する場合は、その助成金額等がわかる書類（決定通知書等の写

し）

（助成金額の決定等）

第12条　市長は、前条の報告書を受けたときは、速やかにその内容を審査し、第７条

に規定する助成金の額を決定し交付するものとする。

（助成金支給状況の確認）

第13条　第６条に規定する教習に要する費用を負担した者が免許取得対象者である場

合にあっては、対象事業主は、助成金受給後 30日以内に支給状況報告書（様式６）

により、助成金の支給状況を報告するものとする。

（助成金の申請等期日）

第14条　助成金の申請及び報告は、次の各号に定める期日までに行うものとする。

　(1)　助成金の交付申請は、各年度の２月末日まで

　(2)　助成金の報告は、当該交付申請年度の３月末日まで

（変更の報告）

第15条　対象事業主は、第９条の規定に基づく申請書を提出した後において、記載事

項に変更が生じたときは、直ちに書面によりその内容を市長に報告しなければならな

い。

（対象者の状況報告）

第16条　第 12条により助成金の交付を受けた対象事業主は、運転免許取得者の免許交

付日から起算して1年の日の雇用状況を、雇用状況報告書（様式７）に運転免許取得

者の雇用が継続していることを確認できる書類を添付のうえ、市長に報告するものと

する。

２　前項の雇用状況報告は、助成金の報告を行った翌年度末までに行うものとする。

（助成の決定取消し等）

第17条　市長は、第 10条により交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当する



ときは、助成の決定を取り消すことができ、既に助成金を交付した場合は、期限を定

めて、その助成金の返還を請求するものとする。

(1)　申請書その他の書類に虚偽の記載をしたとき。

(2)　助成を受け、免許取得した者が取得後1年以内に退職したとき。

(3)　助成金の目的に照らして助成金の交付を受けることが公益上不適当と認められ

　　る法令違反等があることが判明したとき。

(4)　この要綱に違反したとき。

(5)　その他不正の行為があったとき。

（雑則）

第18条　この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に当たり必要な事項については、

土木部長が別に定める。

附　則

この要綱は、平成27年 4月 1日から施行する。

この要綱は、平成28年 4月 1日から施行する。

この要綱は、平成29年 4月 1日から施行する。

この要綱は、平成30年 4月 1日から施行する。

この要綱は、令和元年7月23日から施行し、平成28年 4月 1日から適用する。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

この要綱は、令和4年9月22日から施行する。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

この要綱は、令和6年12月 23日から施行する。

この要綱は、令和8年 4月 1日から施行する。


